














介護職員の処遇改善②

算定要件等
○ 一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。

○新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の１/２以上を月額賃金の改善に充て
ることを要件とする。
※ それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増
加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その２/３以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。

※:加算率は訪問介護のものを例として記載。

対応する現行の加算等（※） 新加算の趣旨
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Ⅰ 新加算（Ⅱ）に加え、以下の要件を満たすこと。

• 経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上
配置していること（訪問介護の場合、介護福祉士30%以上）

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【13.7%】

b. 特定処遇加算（Ⅰ）
【6.3%】

c. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

事業所内の経験・
技能のある職員を
充実

Ⅱ 新加算（Ⅲ）に加え、以下の要件を満たすこと。
• 改善後の賃金年額440万円以上が１人以上
• 職場環境の更なる改善、見える化【見直し】
• グループごとの配分ルール【撤廃】

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【13.7%】

b. 特定処遇加算（Ⅱ）
【4.2%】

c. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

総合的な職場環境
改善による職員の
定着促進

Ⅲ 新加算（Ⅳ）に加え、以下の要件を満たすこと。
• 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【13.7％】

b. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

資格や経験に応じ
た昇給の仕組みの
整備

Ⅳ • 新加算（Ⅳ）の1/2（7.2%）以上を月額賃金で配分
• 職場環境の改善（職場環境等要件）【見直し】
• 賃金体系等の整備及び研修の実施等

a. 処遇改善加算（Ⅱ）
【10.0%】

b. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

介護職員の基本的
な待遇改善・
ベースアップ等

既存の要件は黒字、新規・ 修正する要件は赤
字加算率（※）

【14.5%】

【18.2%】

【22.4%】

【24.5%】

新加算（Ⅰ～Ⅳ）は、加算・ 賃金改善額の職種間配分ルールを統一。（介護職員への配分を基本とし、特に経験・ 技能のある職
員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。）















概要 【ア：短期入所系サービス★、多機能系サービス★、イ：訪問系サービス★、通所系サービス★、福祉用具貸与
★、特定福祉用具販売★、居宅介護支援★】

○ 身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、以下の見直しを行う。

ア 短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置（委員会の開催等、 指
針の整備、研修の定期的な実施）を義務付ける。【省令改正】また、身体的拘束等の適正化のための措置が講 じら
れていない場合は、基本報酬を減算する。その際、１年間の経過措置期間を設けることとする。【告示改正】

イ 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援について、利用者又は 他
の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと と
し、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理 由
を記録することを義務付ける。【省令改正】

身体的拘束等の適正化の推進

基準

○ 短期入所系サービス及び多機能系サービスの運営基準に以下の措置を講じなければならない旨を規定する。
· 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、 介護
職員その他従業者に周知徹底を図ること。

· 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
· 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

○訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援の運営基準に以下を規定 する
。
· 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行って はな
らないこと。

· 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由 を記
録しなければならないこと。



テレワークの取扱い



人員配置基準における両立支援への配慮





【参考】山梨県の外国人介護人材関係の令和6年度新規事業



管理者の責務及び兼務範囲の明確化



「書面掲示」規制の見直し

概要 【全サービス】

○運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、原則として事業所内での「書面掲示」
を求めている一方、備え付けの書面（紙ファイル等）又は電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲
示を代替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよ
う、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト（法人のホームページ等又は情報公
表システム上）に掲載・公表しなければならないこととする。【省令改正】【告示改正】【通知改正】

（※令和７年度から義務付け）



地域区分





介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について

令和6年4月の報酬改定に伴い、届出書の様式が変更となることから、令和6年
4月適用となる介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限は、
令和6年4月15日（月）とします。

新様式については、国から正式な様式が示され次第、WAMネット等に掲載しま
す。

※山梨県以外や市町村から指定を受けている事業所はそれぞれの指定権者
の取扱いに従ってください。




